
工事に伴い交通規制を行います。付近にお住まいの方や通行される方には大変ご迷惑をおか

けしますが、ご理解ご協力をお願いします。

規制区間 笠間市小原地内(第三小原踏切）

規制期間 ①3月下旬～4月上旬(予定） ②4月上旬～4月下旬(予定）

規制内容 ①車両全面通行止(終日）※歩行者、自転車は通行可能です。

②全面通行止(夜間のみ）※夜間工事のため、工事中は全面通行止めとなります。

施工業者 (株)阿部建設

⑤ 踏切安全対策工事に伴う交通規制を行います
問 管理課(内線 580)

令和5年 3月 16日 第4-24号

防災行政無線が聞き取れない場合にご利用ください。
防災行政無線フリーダイヤル ℡ 0120-996-131

市では、公共下水道や農業集落排水事業の計画区域を除く地域で個人が浄化槽を

設置する費用の一部を補助しています。令和 5年度は以下の通り実施する予定です。

転換に伴う宅内配管工事 300,000 円

対象浄化槽 高度処理型の合併浄化槽(N型、NP 型）

※表に記載の補助額は N型のものです。詳細は市ホームページまたは右上の二次元コードで

ご確認いただくか、お問い合わせください。

申請方法 補助を受けるには、維持管理にかかる一括契約および法定検査の事前申し込みが必要

です。補助対象基準がありますので、必ずご確認ください。

受付開始 4 月 3 日（月）

⑥ 令和 5年度浄化槽設置補助制度について
問・申 下水道課(内線 71112)

合併浄化槽(※)の設置

対象 補助額

5 人槽 360,000 円

6～7人槽 462,000 円

8～10 人槽 585,000 円

転換に伴う単独処理浄化槽

またはくみ取り槽の撤去等

単独槽撤去 120,000 円

くみ取り槽撤去 90,000 円

単独槽再利用 90,000 円
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